
伐採及び伐採後の造林の届出書の記載例

資料２

届出日は提出日に

なっているか？

①伐採箇所ごとに届出書を作成する。

②複数地番にまたがる場合は、全ての地番を記載する。

③届出に係る区域を示す位置図を添付する。

位置図には、搬出経路等のマーキングをする。

①始期は届出年月日以降の30

～90日となっているか？

②伐採の期間が１年を超える場

合は、年度別に伐採の計画が記

載されているか？

①伐採の方法が主伐の場合、伐

採面積と造林面積が一致してい

るか？

②伐採跡地が確実に更新される

方法が選択されているか？

皆伐の場合:伐採が終了した日を含む年

度の翌年度の初日から起算して２年以内

（択伐の場合５年以内）

伐採が終了した日を含む年度の翌年度の

初日から起算して５年以内

５年後に天然更新が完了していない場合

又は森林以外の用途に供されていない場

合に、その時点から２年以内に造林する

計画となっているか？

①伐採後の用途が森林以外（転用）であ

る場合、その用途が記載されているか？

②転用面積は１ha以下か？

住所・氏名・電話番号が正

確に記載されているか？

*** - ****

伊佐市大口●●番地

大口 花子

0995- ** - ****

*** - ****

伊佐市菱刈●●番地

菱刈 太郎

0995- ** - ****

*** - ****

■■県▲▲●●番地

株式会社 ■▲林業

**** - ** - ****

大口■■ ●●-● ・ ▲▲-▲

1.55

すぎ 45～50

100％

令和 ２ ２ 20

２ 1 20

令和 ２ 7 31

1.55

1.55
1.55

R３ 4           1

R8          3         31

R8          4           1

R10        3         31

小数第２位まで記載。第３位を四捨五入

1.55

1.55

その他

その他

（天然更新の場合）



（裏面）

遵守事項を理解したうえで、全ての項目に

チェックがされているか？

遵守事項は必ずご確認ください。


